
 

 

市長提出予定案件 

 

議案第1号 高石市三宅みらい教育基金条例制定について 

議案第2号 高石市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について 

議案第3号 高石市旅費支給条例の全部改正について 

議案第4号 高石市自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定について 

議案第5号 高石市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例制定について 
議案第6号 令和７年度高石市一般会計補正予算 

議案第7号 指定管理者の指定について（高石市立老人福祉センター等） 

議案第8号 指定管理者の指定について（高石市立ふれあいゾーン複合センター） 

議案第9号 指定管理者の指定について（高石市立高石駅前自動車駐車場等） 

議案第10号 損害賠償額の決定について 

諮問第1号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

報告第1号 寄附金収受の報告について 

 

 

 



 

 

行政委員会提出予定案件 

 

監査委員報告第１号  例月現金出納検査結果報告 

 



議案第１号 

 

 

 

 

 

 

高石市三宅みらい教育基金条例制定について 

 

 

 

 

 

 

 高石市三宅みらい教育基金条例を裏面のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  故三宅夫紀子氏から遺贈を受けた財産を基礎として、同氏の遺志である将来

を担うこどもへの教育の振興に要する資金に充てる基金を設置するため、標題

の条例を制定するにつき、地方自治法第 96条第１項第１号の規定により、議会

の議決を求めるものである。 



高石市三宅みらい教育基金条例 

 

（設置） 

第１条 故三宅夫紀子氏から遺贈を受けた財産を基礎として、同氏の遺志である将来を担

うこどもへの教育の振興に要する経費に充てるため、高石市三宅みらい教育基金（以下

「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。 

（管理及び運用） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金の目的

に沿って必要な財源に充て、又は当該基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定め

るところにより歳入に繰り入れて運用することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



議案第２号 

 

 

 

 

 

 

高石市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について 

 

 

 

 

 

 

 高石市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を裏面のとおり制

定する。 

 

 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  児童福祉法第 34 条の 16 第１項の規定により、乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定めるため、標題の条例を制定するにつき、地方自治法

第 96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものである。 



高石市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の

16第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるも

のとする。 

（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準） 

第２条 法第34条の16第１項に規定する基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準（令和７年内閣府令第１号）に定めるところによる。 

（委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 















































































議案第７号 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定について（高石市立老人福祉センター等） 

 

 

 

 

 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

 

記 

 

 

 

１．施設の名称  高石市立老人福祉センター 

高石市コミュニティセンター 

 

 

２．指定管理者  所在地  高石市加茂４丁目１番１号 

名 称  社会福祉法人 高石市社会福祉協議会 

 

 

３．管理を行わせる期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

提案理由  高石市立老人福祉センター及び高石市コミュニティセンターの指定管理者を

指定するにつき、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を

求めるものである。 





議案第８号 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定について（高石市立ふれあいゾ－ン複合センター） 

 

 

 

 

 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

 

                                      記 

 

 

 

１．施設の名称  高石市立ふれあいゾ－ン複合センター 

 

 

２．指定管理者   所在地  東京都品川区東品川４丁目１０番１号 

名 称  たかいし未来創造パートナーズ 

     代表団体 コナミスポーツ株式会社 

 

 

３．管理を行わせる期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

提案理由  高石市立ふれあいゾ－ン複合センターの指定管理者を指定するにつき、地方

自治法第 244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものである。 





議案第９号 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定について（高石市立高石駅前自動車駐車場等） 

 

 

 

 

 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

 

記 

 

 

 

１．施設の名称  高石市立高石駅前自動車駐車場 

高石市自転車駐車場 
 

 

２．指定管理者  所在地 高石市綾園１丁目９番１号 

名 称 高石都市開発・近鉄ファシリティーズ共同事業体 

事業体代表 高石都市開発株式会社 

 

 

３．管理を行わせる期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

提案理由  高石市立高石駅前自動車駐車場及び高石市自転車駐車場の指定管理者を指

定するにつき、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を求

めるものである。 





議案第１０号 

 

 

 

 

損害賠償額の決定について 

 

 

 市は、次のとおり損害賠償をする。 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

記 

 

１ 賠償の理由 

  令和７年６月１７日、車両が相手方の敷地内の室外機と外壁に接触し破損をした事

故の修理費等について、国家賠償法第１条第１項の規定により損害賠償するもの。 

 

 

２ 賠償の相手方 

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

 

３ 賠償金額    １,０８１,７４０円 

      内訳 

        室外機及び室内機取替工事 ５９４，４４０円 

        外壁工事         ４８７，３００円 

         

 

４ 賠償の方法 

  賠償する相手方の指定する銀行口座に振込み 

 

 

提案理由  上記案件の損害賠償額を決定するにつき、地方自治法第 96 条第１項第 13 号

の規定により、議会の議決を求めるものである。 



 



諮問第１号 

 

 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

記 

 

 

氏  名           福 村  壽 之 

 

住  所      ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

生年月日      ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  人権擁護委員のうち福村壽之氏の任期満了（令和８年６月30日）に伴い、その後

任を推薦するにつき、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求

めるものである。 



 



報告第１号 

 

 

 

 

 

 

寄附金収受の報告について 

 

 

 

 

 

 次のとおり寄附金を収受したので報告する。 

 

 

 

 

令和７年１１月２７日提出 

高石市長 畑 中 政 昭 

 

 

記 

 

 

寄 附 者   故三宅 夫紀子 様 

寄附金額   ２０６,２４５,６９０円 

寄附目的   指定寄附（教育） 

 

 

寄 附 者   明治安田生命保険相互会社 

堺支社長 新垣 寿和子 様 

寄附金額   ８０５，６００円 

寄附目的   指定寄附（福祉） 
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